
教育委員会人材育成推進委員会設置要綱 

（平成１８年６月１６日 教育長決裁） 

（目的及び設置） 

第１条 川崎市教育委員会人材育成計画（以下「育成計画」という。）に沿っ

た教育委員会の人材育成と能力開発を推進し、様々な職種・組織等の総合調

整を図るため、教育委員会人材育成推進委員会（以下「推進委員会」という

。）を事務局内に設置する。 

 （組織） 

第２条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、別表第１に

掲げる者をもって充てる。 

 （所掌事務） 

第３条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。 

（１） 育成計画の実施に関すること。 

（２） 育成計画の推進状況の検証に関すること。 

（３） 育成計画の新規計画の策定に関すること。 

（４） 前各号に掲げる事項のほか、委員長が必要と認める事項 

 （会議） 

第４条 推進委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。 

２ 推進委員会の会議は、副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くこ

とができない。 

３ 推進委員会の議事は、委員長、副委員長及び出席委員の過半数をもってこ

れを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 



５ 委員長に事故等があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

 （部会） 

第５条 推進委員会は、人材育成の推進において必要があると認めるときは、 

部会を設置することができる。 

２ 部会は、委員長が指名する部会長、副部長及び部会員により組織し、別表

第２に掲げる者をもって充てる。

３ 部会は、推進委員会の求めに応じ、人材育成の推進に関する業務にあたる

ものとする。 

 （事務局） 

第６条 推進委員会の事務局は、総務部庶務課に置く。 

 （その他必要事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月１６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年１２月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 



別表第１（第２条第１項関係） 

委員長 教育次長 

副委員長 総務部長 

委員 教育政策室長 

委員 教育環境整備推進室長 

委員 職員部長 

委員 学校教育部長 

委員 健康給食推進室長 

委員 生涯学習部長 

委員 総合教育センター所長 

委員 庶務課長 

委員 教育政策室担当課長 

別表第２（第５条第２項関係） 

  １ 事務局部会（幹事会・研修推進） 

部会長 庶務課長 

副部会長 教育政策室担当課長 

部会員 庶務課庶務係長 

部会員 教育政策室担当係長 

部会員 教育環境整備推進室担当係長 

部会員 教職員企画課担当係長 

部会員 給与厚生課担当係長 

部会員 指導課指導事務係長 

部会員 健康給食推進室担当係長 

部会員 生涯学習推進課企画係長 



２ 学校部会（学校研修推進） 

３ 生涯学習部会（生涯学習研修推進） 

部会長 教職員人事課担当課長 

副部会長 総合教育センターカリキュラムセンター室長 

部会員 学事課担当係長 

部会員 教職員人事課担当係長 

部会員 給与厚生課担当係長 

部会員 指導課支援教育係長 

部会員 健康教育課学校保健・体育係長 

部会員 総合教育センター情報・視聴覚センター担当係長 

部会員 学校用務員 

部会員 学校給食調理員 

部会長 生涯学習推進課長 

副部会長 文化財課長 

部会員 生涯学習推進課振興係長 

部会員 文化財課担当係長 

部会員 市民館担当係長 

部会員 図書館担当係長 

部会員 博物館施設担当係長 


